当麻町地域おこし協力隊募集業務委託に係る
公募型プロポーザル実施要領

1． 目的
　当麻町の関係人口創出、観光振興、移住・空き家対策、広報業務を強化するため、地域おこし協力隊の募集・選考業務を外部に委託する。委託方式は公募型プロポーザルとする。

2． 業務概要
（1） 業務名
当麻町地域おこし協力隊募集業務

（2） 業務内容
別添
「当麻町地域おこし協力隊募集業務委託仕様書（以下「仕様書」という。」のとおり

（3） 契約期間
契約締結日（令和7年12月中を予定）から令和８年３月３１日まで

（4） 予算上限額
２，８００，０００円（消費税込）

3． [bookmark: _GoBack]参加資格
（1） プロポーザル参加資格要件及び業務実施上の条件
　次の①から⑩の要件をすべて満たす事業者であること。
1 令和7年度当麻町競争入札参加資格者名簿に登録がある。
なお、当麻町競争入札参加資格者名簿に登録がない場合は、後述の5（1）①オ~キの書類の提出をもって、登録があるものとみなすこととする。
2 企業、NPO法人、その他の法人であって、委託事業を的確に遂行するに足りる能力を有する。
3 本業務を円滑に遂行するための経営基盤、必要な経理的基礎、管理能力を有する。
4 過去に市町村、都道府県などにおいて、、本業務と同種類似業務の実績があること。
5 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない。
6 破産法（平成16年法律第７５号）による破産手続開始の申し立て、会社更生法（平成14年法律第１５４号）及び民事再生法（平成11年法律第２２５号）による再生または再生手続きをしていない。
7 当麻町暴力団排除条例（平成25年12月18日条例第26号）第2条第１号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員に該当しない。
8 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体ではない。
9 当麻町工事請負契約に係る指名停止の措置を現に受けていない。
10 その他、当該業務担当者との打ち合わせを適切に行うことができる。

4． [bookmark: _Hlk193378043]スケジュール
　本プロポーザルの公募から委託契約完了までのスケジュールは次のとおり。
[bookmark: _Hlk130465304]　
[bookmark: _Hlk164325371][bookmark: _Hlk194408238]令和７年１２月　８日（月）　　公募の公告、実施要領等の公表、質問の受付開始
        １２月１２日（金）　　参加申込関係書類の提出期限
１２月１５日（月）　　参加資格要件確認結果通知及び企画提案書提出依頼
　　　　１２月１５日（月）　　質問の提出期限
　　　　１２月１８日（木）  　企画提案関係書類の提出期限
　　　　１２月２４日（水)  　 審査委員会での企画提案（以下「プレゼン」という。）
　　　　１２月２５日以降　　　審査結果通知、受託優先候補者決定
　　　　１２月下旬　　　　　　委託契約締結　　　　　

５．提出書類
　本プロポーザルへの参加希望事業者は、下記の参加申込関係書類及び企画提案関係書類を期間内に提出すること。作成書類は「A4サイズ」を基本とし、どうしても収まらない図表等があるときはA３サイズを用いても良いものとする（その際A4サイズに折り込んで提出すること）。

（1） 参加申込関係書類
1 　提出書類
1． [bookmark: _Hlk130485038]参加申込書（様式１）　　　
2． 会社概要（様式2）
3． 業務実績表（様式3）
4． [bookmark: _Hlk162516737]委任状（参考様式）※本社以外の者が参加申込をする場合のみ
[bookmark: _Hlk162516800]※当麻町競争入札参加資格者名簿に登録がない場合は、上記の書類に加え、次の
書類を提出すること。
5． 履歴事項全部証明書　　※発行後3カ月以内
6． 財務諸表（直近１期分）
7． 納税証明書（未納がないことが確認できるもの）直近年度の国税（法人税、消費税及び地方消費税）、市町村税（本社所在地の法人市町村民税及び固定資産税）
2 　提出期限
令和７年１２月１２日（金）　午後5時（必着）
3 　提出方法
　　簡易書留郵便または持参により当麻町へ提出（提出先は最終項目に記載）
　　④　その他
参加希望者については、その参加資格を確認し、令和７年１２月１５日（月）までに参加資格確認結果を通知する。 
なお、参加資格要件に該当しないと認められた者は、通知を受けた日の翌日から起算して５日（休日を除く。）以内にその理由の説明を書面（任意様式）により求めることができる。

（2） 企画提案関係書類
1 　提出書類
ア．企画提案書のかがみ（様式４）　１部
イ．実施体制（任意様式）　　　　　5部
ウ．工程表（任意様式）　　　　　　5部
オ．同種業務の実績　　　　　　　　5部
カ．企画の具体案　　　　　　　　　5部（40ページ以内）
ク．見積書　　　　　　　　　　　　5部　
※仕様書を踏まえ、本要領7（１）企画提案関係書類及びプレゼンの審査項目等を参照の上、評価可能となるよう記載すること
※見積書は、項目ごとに把握しやすいように配慮すること
※社名やロゴマーク等、提案者が特定できる図柄や写真は入れないこと
※作成にあたってはイラストやサンプル画像を掲載する等、可能な限りイメージしやすいよう工夫すること。また、専門用語等については、必要に応じて解説や用語集を付ける等、専門的知識がなくても理解しやすいように配慮すること。
　　②　提出期限
　 令和７年１２月１８日（木）　午後５時（必着）
③　提出方法
　 簡易書留郵便または持参により当麻町へ提出（提出先は最終項目に記載）。

（３）プロポーザルへの参加辞退
　参加申込関係書類、企画提案関係書類を提出した後に、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届（様式５）を簡易書留郵便または持参により当麻町へ提出すること。（提出先は最終項目に記載）

６．質疑応答
　募集内容に関する質問を次のとおり受け付ける。

（１）受付期間
　令和７年１２月８日（月）から１２月１５日（月）午後５時

（２）提出方法
　質問は、「質問票（様式６）」を作成し、Ｅメールにて当麻町へ提出。（提出先は最終項目に記載）

（３）当麻町は、質問書を受理後、Eメールにて５日以内に回答する。

７．審査及び選定
「当麻町地域おこし協力隊募集業務委託公募型プロポーザル選定審査委員会」（以下、「審査委員会」という。）が、企画提案関係書類及びプレゼンの審査をする。
　なお、提案者が６者以上となった場合は、企画提案書による審査を事前に行い、選定委員会において、選定された者のみがプレゼンを行う。



（１）企画提案関係書類及びプレゼンの審査項目等
	審査項目
	評価内容
	配点

	業務全般に関する
考え方
	・事業の性質、事業内容を十分に理解して、基本方針を明確にしているか
	20

	業務遂行能力
	・地域おこし協力隊募集業務と同種または類似の業務実
績があるか
	10

	業務工程表
	・工程及び工程内容が事業内容を理解したうえで適切に
設定されているか
	5

	業務実施体制
	・業務を円滑に進めるための知識・能力及び経験を有する人員など実施体制が確保されているか
	5

	提案内容

	・町の求める人材が明確化され、それに基づいた募集戦略となっているか
・募集掲載メディアなど、地域おこし協力隊の趣旨である「町への地域協力活動および任期後の定住」を達成できる人材が確保できるよう工夫がなされているか
・募集ターゲットを意識した内容となっているか
・仕様書に記された事項に加えて、本業務を充実させる独自の提案はあるか
・町の意向に柔軟に対応できる内容となっているか
・業務の構成及び内容に説得力はあるか
・個別具体性はあるか
	40

	業務スキル
	・本業務に対する理解度や意欲はどうか
・業務の円滑な実施が期待できるコミュニケーション力
があるか
・実施責任者、担当者の業務スキルは、本業務を遂行するにあたり十分であるか
	10

	見積価格
	・見積価格は、提案内容を勘案して妥当であり、経費の内訳が適正かつ明確に示されているか
	10

	合計
	100





（２）プレゼンに関する事項
※ 参加者数等により日時や実施方法変更の可能性あり。詳細は別途連絡
① 開催日時・会場
　　  令和７年１２月２４日（水）　会場は当麻町役場を予定
② 参加人数　１提案者につき会場での参加は３名までとする。このほか、複数名をオンライン接続し参加することを可能とする。
　③ 留意事項
　　  ・プレゼンは提案者ごとの呼び込み方式とし、持ち時間は４５分以内（説明３０分、質疑１５分）とする。
・提出した企画提案関係書類に沿ってプレゼンを行うこととし、追加資料配布や追加提案は認めない。ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジェクターによる説明（システムデモンストレーションも含む）は可能とする。
・プレゼンで仕様するプロジェクター及びスクリーンは当麻町が準備する。それ以外の必要な機器等は、参加事業者が準備すること。

（３）受託優先候補者の決定
ア　審査委員会は、審査評価基準に基づき、最も優れた提案を行った応募者を最優秀応募者として選定する。町は、審査委員会において選定された最優秀応募者を受託優先候補者として決定する。
イ　審査委員会による採点が同点の場合、委員全員の協議により受託優先交渉権者を選定する。

８．契約に関する事項
（１）見積書徴取の相手先（受託優先候補者）の特定
審査委員会により選定した受託優先候補者を、本業務委託契約に係る随意契約の見積書徴取の相手先として特定するとともに、業務委託の詳細内容の協議を実施するものとする。
なお、特定した結果は書面により通知するとともに、当麻町のホームページにて公開する。ただし、下記のいずれかに該当し、受託優先候補者から見積書徴取及び業務委託契約が締結できない場合には、次点者を契約相手先の候補とする。
　① 受託優先候補者が、地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する。
　② 受託優先候補者が、破産法による破産手続き開始の申し立て、会社更生法及び民事再生法による再生または再生手続きの対象となった。
　③ 受託優先候補者が、当麻町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員に該当する。
　④ 受託優先候補者が、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体であった。
　⑤ 受託優先候補者が、当麻町から指名停止の措置を受けている。
　⑥ 受託優先候補者が、本業務委託契約の締結を辞退した。
　➆ その他の理由により、受託優先候補者と業務委託契約の締結が不可能となった。

（２）業務委託契約金額
　　　当麻町の定める本業務委託契約の予算範囲内とする。

（３）業務委託の仕様
本業務の仕様については、受託優先候補者の提出書類等に記載された内容を加味し、当麻町において定める。
　　　
（４）非特定理由に関する事項
① 見積書徴取の相手先として選定されなかった事業者に対しては、選定されなかった旨を、当麻町が電話もしくはEメ―ルにて通知する。
② 選考（①）の通知を受けた事業者は、通知をした日の翌日から起算して３日（土・日曜日、祝祭日を含まない。）以内に、書面（様式自由、ただし規格はA４版）を持参または郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る）することにより、当麻町長に対して非特定理由について説明を求めることができる。
　　
９．留意事項
（１）本プロポーザルに要する経費は参加事業者負担とし、提出書類等は返却しない。
（２）提出期限以後の書類の再提出、追加、差し替えは認めない。
（３）提出書類は、無断で審査目的以外に使用しないが、審査目的の範囲内で複製するこ
　　 とがある。
（４）審査結果についての意義申し立ては一切受け付けない。
（５）選定過程の透明性を確保するため、必要な範囲で参加事業者ごとの評価結果を事後に公表する。
（６）検討すべき事項が生じた場合は、当麻町と業務委託請負者で別途協議する。

１０．失格事項
　次のいずれかに該当する参加事業者は失格とする。
（１）提出期間内に必要書類が提出されなかった場合
（２）提出書類に虚偽の記載があった場合
（３）提出書類が本書で示す条件に適合しない場合
（４）本書で示す内容に違反する事項があると認められる場合
（５）審査結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合

１１．問い合わせ・書類等提出先
　当麻町 まちづくり推進課
　　住　所  ：〒０７８－１３９３　北海道上川郡当麻町３条東２丁目１１番１号
　　電　話  ：０１６６－８４－２１１１（代表）
　　FAX　  ：０１６６－８４－４８８３
　　Eメール： machidukuri@town.tohma.hokkaido.jp
　　担　当   : 横山・片貝
2

